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　平成23年４月１日から御船町全域で光インター
ネットが利用できるようになりました。御船町で光イ
ンターネット (BBIQ) を利用するには、通常41,140
円以上かかる、御船光ネットワーク引込工事負担金が
必要です。町では御船光インターネット (BBIQ) の加
入者を増やすため、引込工事負担金が半額になる「光
インターネット新規申込キャンペーン」を実施します。
この機会に是非「御船光インターネット (BBIQ)」に
加入しませんか。

■キャンペーン対象者
　御船光インターネット (BBIQ) へ新規加入する人
　※申し込みは１人１件に限ります。

■申込方法
　申込用紙に必要事項を記入し、総務課電算係まで
直接提出または郵送にてお申込み下さい。

■申込条件
①引込工事前に負担金を納付してください。
②引込工事後、１ヵ月以内にBBIQとのインター 
ネット接続サービスの接続を行ってください。

■申込用紙配布期間
　４月29日金～６月６日月

■申込用紙配布場所
　役場１階ロビー　
　役場２階総務課
　町ホームページ

■受付期間
　５月６日金～６月６日月
　※郵送の場合は当日消印有効。

■光インターネット開通時期
　10月中旬～11月下旬予定　
※キャンペーンで申し込んだ場合、開通までの期間
が通常より長くかかります。

キャンペーン申込に関する問い合わせ ＢＢＩＱに関する問い合わせ

役場総務課　電算係 九州通信ネットワーク株式会社熊本支店

☎２８２－１３９４ ☎２００－００８６

受付時間（９時～17時50分）※土日祝日除く

　御船町に住民票があるすべての人を対象に、「交通
災害共済制度」に加入しています。
　この制度は、交通事故に遭って、負傷や死亡した場
合の入院や通院などに要した期間に応じて、見舞金が
支給されます。交通事故での入院や通院が対象で、事
故に遭った本人が町に対して請求する必要がありま
す。

■災害の程度と見舞金内容

■請求期限
　事故に遭った日から１年以内

　町農業委員会（鶴野幸典会長）では、水稲や麦の農
作業を委託する場合の賃金目安となる「御船町農作業
基準賃金」を決定しました。農作業の委託・受託する
ときの賃金設定に利用してください。この賃金は、あ
くまでも御船町で農作業を委託した際の目安です。水
稲や麦の収穫は、カッター付10％増、結束機付や作
業困難な場合は20％増になります。
　また、農地の貸し借りをする際の目安となる賃借料
（平成27年１月～12月締結分）もご利用ください。

■農地賃借料

■交通事故の内容
　日本国内で発生した、❶～❾に該当する運行事故
　❶自動車❷原動機付自転車❸自転車❹汽車❺電車
　❻航空機❼船舶❽モノレール❾トロリーバス

■事故後の対応
事故に遭った場合には、必ず警察に届出を行ってく
ださい。

■請求方法
入院や通院の治癒後、役場２階の総務課地域・防　
災係で必要な書類を持って、請求手続きを行って　
ください。

■請求に必要なもの
　①印鑑②交通事故証明書
　③診断書または診療報酬明細書④住民票

■農作業賃金

区分 災害の程度 金額

１等級 死亡 15万円　　

２等級 180日以上の治癒 6万円

３等級 90日以上の治癒 4万円

４等級 30日以上の治癒 2.5万円

５等級 10日以上の治癒 2万円

平均額 最高額 最低額

平坦 基盤地域 18,230円 31,100円 8,200円
未整備 11,246円 16,500円 4,500円

山間 全域 12,042円 16,200円 6,200円
畑の土地

平均額 最高額 最低額
全域 9,423円 12,420円 5,000円

※賃借料が物納の場合、米60㎏あたり12,420円に換算

（平坦・山間）
区分 単位 平坦 山間 備考

荒代かき 10㌃ ― 6,000円
苗運搬 10㌃ 1,500円 2,000円

田植 ( 機械 ) 10㌃ 5,500円 6,500円 補植なし

籾運搬
10㌃ 2,000円 2,500円
１袋 150円 200円 コンバイン袋

麦運搬
10㌃ 1,500円 1,800円
１袋 200円 250円 コンバイン袋

（基盤整備地区・未整備地区）
区分 単位 基盤整備地区 未整備地区 備考
田越し 10㌃ 5,000円 6,500円
代かき 10㌃ 6,500円 6,500円 代かき２回
苗作り １箱 500円 500円 機材委託者持
農薬散布 10㌃ 1,500円 1,700円 薬剤委託者持
収穫 (水稲 ) 10㌃ 12,000円 13,000円
収穫 ( 麦 ) 10㌃ 9,000円 10,000円
一般農作業 日当 6,000円～8,000円
※畔塗りは、１㍍あたり40円。

農業委員会からのお知らせ
　平成28年４月１日より、農業委員会総会の日程が毎月10日へ変更となります。それに伴って、農業委
員会への申請書の提出締切日も毎月27日（４月・12月は24日） へと変更となります。

　　　　　　変更前 　　　　　　　　　　　　
総　　　会　　毎月25日（12月は20日）　

申請締切日　　毎月10日（12月は５日）　

変更後
毎月10日 　

毎月27日（４・12月は24日）
➡
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光インターネット新規申込キャンペーン
問総務課　電算係　☎２８２－１３９４

交通事故での入院や通院は見舞金が支給されます

農作業基準賃金・農地賃借料の目安額

問総務課　地域・防災係　☎２８２－１１１１

問農業委員会（農業振興課内）　☎２８２－１６０７


